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第 3条	  広告の契約期間、掲載⽇日、契約期間中の掲載中⽌止	  

1.	  広告掲載の契約は 1年単位とし、原則 4⽉月 1⽇日より翌年 3⽉月 31⽇日まで、と 10⽉月 1⽇日より翌年 9⽉月 30⽇日までの

2期間とする。⼜又、期間中に広告の掲載枠に空きが出た場合は、随時契約とする。	  

	  

2.	  ⼄乙は本サイトへの甲の広告の掲載を、原則 4⽉月 1⽇日と 10⽉月 1⽇日の 2回に⾏行行うこととする。⼜又、広告の随時契約	  

があった場合は、その限りではない。	  

	  

3.	  甲から契約期間終了前に契約中⽌止の申し出があった場合、⼄乙は掲載料⾦金金の返⾦金金を致しません。⼜又、⼄乙が利⽤用契約に

基づき広告の掲載を中⽌止した場合も、甲に掲載料⾦金金の返⾦金金を致しません。	  

	  

4.	  甲の依頼により契約期間終了前に掲載の中⽌止を⾏行行う場合、⼄乙は甲の広告データの削除費⽤用をいただきません。	  

	  

5.	  掲載⼝口数を超える応募があった場合、申し込み順とし、超えた分については掲載をお断りする場合があります。	  

	  

第 4条	  広告を掲載するページの⾔言語、広告掲載箇所、広告の募集掲載件数	  

1.	  甲の広告を掲載する本サイトのページは、⾔言語別に契約するものとし、⽇日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字)

及	  中国語(繁体字)、の 5⾔言語とする。	  

	  

2.	  広告の掲載は、本サイトの所定の広告表⽰示箇所に掲載します。	  

本サイトの各⾔言語トップページ内２箇所、A枠	  および B枠内とする。	  

	  

3.	  広告の募集掲載件数は以下とします。⼜又、ページのレイアウト上、問題が無ければ複数⼝口契約も可能とする。	  

A 枠	   :	  広告(⼤大)	  として	  3⼝口	   	   /	   	   B 枠	   :	  広告(中)	  として 12⼝口	  

	  

4.	  ページのレイアウト、デザインの変更に伴い、広告の表⽰示箇所及び表⽰示件数が予告無く変動する場合がある。	  

	  

第 5条	  広告の形式・サイズ、及び掲載料⾦金金・広告登録料⾦金金・掲載削除料⾦金金・広告制作料⾦金金	  

1.	  広告は、以下の形式・サイズの画像ファイルによるものとし、原則、甲が準備するものとする。	  

形式	   :	  GIF(動画不可)⼜又は	   JPEG とする。	  

トップページ A枠内に広告(⼤大)として 3⼝口募集	   (1⼝口の画像の⼤大きさ	   :	  横 250 ピクセル	  ×	  縦 80 ピクセル)	  

トップページ B枠内に広告(中)として 12⼝口募集	   (1⼝口の画像の⼤大きさ	   :	  横 185 ピクセル	  ×	  縦 60 ピクセル)	  

	  

2. 甲より提出された広告は、前記の「第 2条	  広告の規定」に基づき⼄乙が審査します。	  
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3. 広告の掲載料⾦金金は以下とします。	  

＊広告(⼤大)	  1⼝口	   :	  年額 60,000 円	   (税込)	   /	  5,000 円	   x	  12 ヶ⽉月	   	  

＊広告(中)	  1⼝口	   :	  年額 36,000 円	   (税込)	   /	  3,000 円	   x	  12 ヶ⽉月	   	  

	  

4.	  広告の登録料⾦金金は以下とし、これには削除料⾦金金を含む。	  

広告の枠、⼤大きさに関係なく、1⼝口	   :	  3,000 円	   (税込)	   とします。	  

	  

5.	  広告制作料⾦金金は以下とします。	  

甲が広告を準備することが困難な場合は、甲の依頼に基づき、⼄乙が有料にて広告を制作することができる。この場合、

広告のデザインついて、甲は⼄乙に⼀一任するものとします。	  

＊	  広告(⼤大)	  1⼝口	   :	  9,000 円	   (税込)	  

＊	  広告(中)	  1⼝口	   :	  6,000 円	   (税込)	  

	  

	  

第 6条	  データの⼊入稿と⼊入稿⽅方法	  

1.	  甲は掲載開始予定⽇日の 10⽇日前までに、⼄乙に広告データを⼊入稿するものとする。	  

	  

2.	  甲はデータを E-mail に添付もしくは各種⽅方式の記録媒体により⼊入稿し、その際、⼄乙は記録媒体を返却しない。	  

	  

3.	  期限までに⼊入稿を⼄乙が確認できない場合、掲載開始が遅れる場合があります。	  

	  

第 7条	  各種費⽤用の⽀支払⽅方法及び契約の成⽴立立	  

1.	  広告掲載費、広告登録(削除)費、広告制作費は⼀一括前払いのみとし、甲は掲載開始予定⽇日の 10⽇日前までに⼄乙の指

定⼝口座に振込むこととする。その振込み⼿手数料は、甲が負担するものとします。	  

	  

2.	  振込み期限までに⼄乙が⼊入⾦金金を確認できなかった場合は，掲載開始が遅れる場合があります。	  

	  

3.	  掲載開始予定⽇日の 10⽇日前を過ぎて⼊入⾦金金が確認された場合は，⼄乙が⼊入⾦金金を確認した時点からの掲載開始とし，その

際掲載⽇日数が短くなったことによる掲載料⾦金金の返⾦金金は致しません。	  

	  

4. 広告利⽤用契約は、甲と⼄乙による本契約書の取り交しを持って契約の成⽴立立とみなします。	  

	  

5. 甲と⼄乙は本契約成⽴立立後、速やかに契約内容を遂⾏行行するものとする。	  
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第 8条	  広告利⽤用契約の更新と終了	  

1.	  甲が契約を更新する場合、契約期間終了予定⽇日の 1 ヶ⽉月前を更新期限とし、その期限までに、⼄乙に申し出るもの

とする。	  

	  

2.	  甲が更新期限までに、⼄乙に更新を申し出ない場合、掲載期間終了予定⽇日をもって、契約終了とみなす。	  

	  

3.	  甲が更新期限後に申し出た場合、⼄乙は更新をお断りする場合があります。	  

	  

4. 契約終了後に甲が再契約を申し出た場合、新規契約として第 5条 4 項の広告の登録(削除)料⾦金金を必要とする。	  

	  

第 9条	  サービスの停⽌止	   	  

1.	  次に該当する場合には、⼄乙の判断により甲に事前に連絡することなく、サービスの運⽤用の全部または⼀一部を停⽌止す

ることができるものとします。	   	  

	  

(1)天災、事変、その他の⾮非常事態が発⽣生し、本サイトの公開にかかわる電気通信設備が停⽌止・故障した場合。	  

(2)本サイトの公開にかかわる電気通信設備の保守上または⼯工事上やむを得ない事由が⽣生じた場合。	  

(3)本サイトの公開にかかわる電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が⽣生じた場合。	  

(4)本サイトの全部あるいは⼀一部に対し、法令による規制、司法命令等が適⽤用された場合。	  

(5)甲が⼄乙の利益に反する⾏行行為を⾏行行うか、⾏行行う恐れがあると⼄乙が判断した場合。	  

(6)甲が本サービス利⽤用契約の何れかの条項に違反した、違反の恐れがあると⼄乙が判断した場合。	  

	  

2.	  ⼄乙は前項に基づくサービスの停⽌止によって、甲及び第三者及び閲覧者に損害が⽣生じても、⼀一切責任を負いません。	  

	  

第 10 条	  広告に対する保証および質疑	  

1.	  ⼄乙は、第三者及び閲覧者に対し、広告に掲載の商品・サービス等のその全て内容の真偽、適法性、妥当性、信頼性、

正確性、完成度、有⽤用性(有益性)等に関して、⼀一切保証いたしません。⼜又、それらに関し⼀一切の質疑ついて回答いた

しません。	  

	  

第 11 条	  損害賠償	  

1.	  ⼄乙は、甲及び第三者及び閲覧者に対して発⽣生した全ての損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、⼀一切の損

害賠償をする義務はないものとします。	  

	  

2.	  甲の責において⼄乙が損害を被った場合、甲は⼄乙に対して広告利⽤用契約の解除の如何にかかわらず、損害賠償の義務

を負うものとします。	  
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3.	  甲の責において閲覧者及び第三者が損害を被った場合，甲がそれらに対し損害賠償の義務を負うものとします。	  

	  

第 12 条	  契約の適⽤用	  

1.	  本契約は、⼄乙と甲の間の⼀一切の本サービスの利⽤用と、それに係わる全てに関して適⽤用されるものとします。	  

	  

2.	  ⼄乙は、甲の承諾を得ることなく契約内容を変更できるものとし、それに伴う業務上の⼿手続き、サービス内容、各種

料⾦金金その他⼀一切の要素の全部、⼜又は⼀一部につき修正あるいは改訂、中⽌止することができるものとします。	  

	  

3.	  甲は全ての条項について、変更後の契約内容に従うものとします。	  

	  

4.	  契約内容の変更に伴い、その内容に⼤大幅な変更が発⽣生すると⼄乙が判断した場合には、本サイト及び書⾯面、電⼦子メー

ル等で甲に可能な範囲で、事前に告知するものとします。	  

	  

第 13 条	  資料の提供及び秘密の保持	  

1. 	  甲は委嘱業務に必要な資料を、その責任と負担において⼄乙に提供するものとする。その際、⼄乙は業務上知り	  

えた甲の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしたり、また窃⽤用しない。	  

	  

第 14 条	  届出の義務	  

1.	  以下に該当する場合、甲は速やかに⼄乙へ連絡しなければならない。届出を怠った場合は、即座に広告の掲載を	  

中⽌止する場合がある。	  

	  

(1)	  甲の広告のリンク先アドレスや内容に変更・移転・閉鎖・障害等があったとき。	  

(2)	  甲の名称、所在地、連絡先に変更があったとき。	  

(3)	  甲が法⼈人格を有しない団体にあっては、代表者を変更するとき。	  

(4)	  甲の広告の内容が、本契約の定める各条項に抵触すると思われるとき。	  

	  

第 15 条	  知的所有権に関して	  

1. 甲が⼄乙に提供したデータを除き、広告の所有権は⼄乙に所属するものとする。	  

	  

第 16 条	  その他・注意事項	  

1. 本契約により⼄乙は甲にバナーのクリック数、表⽰示回数を保証しない。	  

	  

第 17 条	  協議	  

1. 本契約の各事項の解釈において疑義が⽣生じた場合、⼜又は本サービスの利⽤用に関し疑義が⽣生じた場合には、その	  

都度、甲と⼄乙の間にて協議のうえ、円満解決をはかるものとする。	  
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